
交野市障がい者等通学移動支援事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第123号）第77条第１項の地域生活支援事業として、同法第４条第１項及び児童福祉法第４条

第２項に規定する障害者及び障害児（以下「障がい者等」という。）のうち、一人での通学が困

難なものに対し、通学のための必要な支援を行う事業（以下「事業」という。）を実施すること

により、通学時における障がい者等の安全の確保を図るとともに、その保護者（親権を行う者、

未成年後見人その他の者で、障がい者等を現に監護するものをいう。以下同じ。）の負担の軽減

を図ることを目的とする。 

 （実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は、交野市とする。 

２ 福祉事務所長（以下「所長」という。）は、支給決定を除くこの事業の全部又は一部を適切な

事業運営を行なうことができると認める団体等に委託することができる。 

 （対象者） 

第３条 事業の利用の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

 ⑴ 市内に居住し、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の学校（幼稚園及び大学を除

く。）又は同法第124条の専修学校（以下「学校等」という。）に在籍している障がい者等 

 ⑵ 一人での通学が困難で、保護者等の病気、就労その他やむを得ない理由により適切な通学の

支援を受けることができない状況が１月以上継続する障がい者等 

 （支援の内容） 

第４条 事業の実施による支援の内容は、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 障がい者等の通学における個別への移動支援 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、所長が必要と認める介助 

 （利用の申請及び決定等） 

第５条 事業の利用を希望する対象者の保護者、または対象者が１８歳以上の場合は対象者本人

が、事業を利用しようとするときは、あらかじめ、地域生活支援事業支給申請書、通学状況意見

書及びその他必要な添付書類を所長に提出するものとする。 

２ 所長は、前項に規定する申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、利用の要否を決

定したときは、支給決定通知書または不支給決定通知書（以下「決定通知書」という。）によ

り、前項の申請をした者に通知しなければならない。 

 （受給者証の交付等） 

第６条 所長は、前条第２項の規定により事業の支給決定をしたときは、当該申請書の提出をした

者（以下「利用者」という。）に対し、受給者証を交付するものとする。 

 

 



 （受給者証の提示） 

第７条 前条の規定により交付された受給者証は、事業を利用する際に、提示しなければならな

い。 

 （支給決定の有効期間及び更新申請） 

第８条 第５条第２項の規定による支給決定の有効期間は、決定を行なった日から起算して最初に

到達する３月３１日までとする。 

２ 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの１か月

以内に第５条に規定する申請を行なわなければならない。 

 （費用の負担） 

第９条 利用者は、利用者負担額として１時間までは２００円、以後１５分を増すごとに５０円を

サービス提供事業者（以下「事業者」という。）に支払うものとする。 

 （利用者負担額の減額又は免除） 

第 10 条 所長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利

用者負担額を減免することができる。 

⑴ 生活保護法(昭和２４年法律第１４４号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利

用者負担額を全額免除する。 

  ⑵ 利用者及びその属する世帯（障がい者の場合は本人及び配偶者、障がい児の場合は本人が属

する住民基本台帳世帯の世帯員全員）の当該年度（４月から６月までの間の利用については、

前年度とする。）の市町村民税が非課税である世帯にあっては、利用者負担額を全額免除する。 

  ⑶ 利用者及びその属する世帯（障がい者の場合は本人及び配偶者、障がい児の場合は本人が属

する住民基本台帳世帯の世帯員全員）の当該年度（４月から６月までの間の利用については、

前年度とする。）の市町村民税が課税である世帯にあっては、１か月間の利用者負担額の上限

額を４，０００円とする。 

 （支給決定の変更及び廃止） 

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定変更（廃止）申請書により、

速やかに、所長に届け出て、その指示に従わなければならない。 

 ⑴ 第５条第１項の規定により提出した申請書の記載内容に変更が生じたとき。 

⑵ 利用者の心身状況により大きな変化があったとき。 

 ⑶ 前各号に掲げる場合のほか、事業を利用することができなくなり、又は事業の利用を要しな

くなったとき。  

 （支給決定の取消し） 

第12条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の支給決定を取り消すこと

ができる。 

 ⑴ 対象者でなくなったとき。 

 ⑵ 偽りその他不正な手段により事業の支給決定を受けたとき。 

 ⑶ 前各号に掲げる場合のほか、所長が事業の利用に支障があると認めたとき。 

 



２ 所長は、前項に規定する支給決定の取消しを行うときは、取消決定通知書により当該申請書を

提出した者にその旨を通知するものとする。 

 （委託料） 

第13条 第２条第２項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次に掲げる費用から第９条ま

たは第１０条に規定する利用者負担額を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。 

  委託料の額は、次に掲げる額とする。 

   ア  １時間あたり２，０００円とする。 

   イ  １回のサービス提供時間が１時間を越える場合には、１時間を超えたときから１５分

毎に５００円を加算する。 

   ウ  午前０時から午前８時までの時間帯及び午後６時から午前０時までの時間帯のサービ

ス提供については、別途、１５分毎に１２５円を加算する。 

２ 事業者は、サービスを提供した月の翌月１０日までに、市長に対し、サービス提供内容の確認

できる書類を添えて、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。 

３ 市長は、前項の請求のあった日から３０日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとす

る。 

 （様式） 

第14条 この要綱で使用する申請書等の様式は、別に定める。 

 （補則） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   

   附 則 

 この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。なお、第５条第１項に掲げる利用の申請につ

いては、平成２６年７月１日から開始するものとする。 

  附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 

 


